
視覚障害の身体障害認定基準の見直しについて 

 

［視力障害］ 

１．等級の判定方法の変更 

 ○  両眼の視力の和による判定        良い方の眼の視力による判定 

   ※但し、現行基準より等級が下がるケースについては、現行の等級を維持。 

 

 

 

 

 

 

 

［視野障害］ 

１．自動視野計による判定基準を追加 

   現行はゴールドマン型視野計による認定基準しかないが、広く普及している自動視野計による認定基準を追加。 

２．中心視野の障害に関する評価の明確化 

  実際の病態により則した判定基準の見直し及び明確化。中心暗点、傍中心暗点など中心視野のみの障害に対する対応。 

 ［調査研究］ 

   更なる認定基準の改善に向け、データ蓄積、調査研究を行う。 

［今後のスケジュール］ 

   １月～４月  パブコメ → 省令・通知改正→ ３０年度 周知期間を経て、実施 

            

 

見直しの内容 
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視覚障害の認定基準に関する検討会 

  

 平成29年1月より、「視覚障害の認定基準に関する検討会」を開催し、 

 第3回までの終了時点で、以下の方向性がまとまっている。 
 

 視力障害：両眼の視力の和ではなく、良い方の眼の視力を基に認定するべき。 

 視野障害：近年眼科の診療現場に普及している、自動視野計による基準が必要。 

１．趣旨 
 身体障害認定における視覚障害の認定基準を検討 
 ※日本眼科学会と日本眼科医会の合同委員会において、現行の認  
   定基準の検証がなされ、同委員会の議論の結果（報告書）が厚生   
   労働省に提出された。（平成28年8月26日） 
 
２．構成等 
 社会・援護局障害保健福祉部長による検討会 
 
  石橋 達朗    九州大学病院 病院長 
  久保田 伸枝 帝京大学医学部名誉教授 
  白井 正一郎 眼科池田クリニック 医師 
  竹下 義樹  社会福祉法人日本盲人会連合会長 
  田中 雅之  名古屋市総合リハビリテーションセンター 
  仲泊 聡   国立研究開発法人理化学研究所 
 ◎中村 耕三  東京大学名誉教授 
  松本 長太  近畿大学医学部眼科学教室教授 
 ○湯澤 美都子 日本大学名誉教授 
 
 ◎座長 ○座長代理  
 
３．事務局 
 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

４．開催状況 
 
 第１回 平成29年1月23日 
 第２回 平成29年3月16日 
 第３回 平成29年5月31日 
 第４回 平成29年7月28日 
 第５回 平成29年12月27日 
 
５．主な検討事項 
• 視力障害および視野障害の認定基準

について 
• 視力障害、視野障害以外の視機能障

害当事者からの意見聴取  等 

② 


